
　

農 林 水 産 部

令和８年度令和７年度

農林水産政策課

令和8年4月1日

農林水産政策課に『農林水産政策班』を新設します

農林水産政策課

・総務､人事､出先機関予算､災
　害対策

・鳥獣被害対策の推進、鳥獣被
　害・ジビエ相談

（同左）

（同左）鳥獣被害対策班

総務管理班

鳥獣被害対策班

総務管理班

企画調整班
・部内予算調整、農林水産施
　策の企画調整

企画調整班 ・部内予算調整

農林水産政策班 ・農林水産施策の立案・調整新設

団体指導班
・農協・漁協・森林組合・農業共
　済組合、漁業共済組合等団
　体の指導・検査

団体指導班 （同左）

農山漁村女性活
躍推進班

・農山漁村の女性対策､女性経
　営参画者の育成

農山漁村女性活
躍推進班

（同左）

食料の安定供給や稼げる農林水産業の振興など、本県農林水産業が直面する課題

等に対し、機動的・弾力的に対応するため、農林水産政策課内に「農林水産政策班」を
新設します。

本班が司令塔となり、次代を担う新規就業者の確保・育成や、スマート技術をはじ

めとした生産力の強化、魅力ある県産農林水産物の国内外での需要拡大などの部内複

数課にまたがる分野横断的な取組みをより一層推進します。
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